
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：市の条例改正案について、保険料の負担軽減を求める 

国民健康保険運営協議会答申を、松下玲子市長に手渡す、 

内山さと子同協議会会長と堀内まさし副会長(昨年 12月 25日） 

 

 

国民健康保険制度の広域化について 

今年度の国民健康保険のお知らせが届く頃です。 

制度発足以来の大改正である財政運営主体の広域化

により、自治体ごとに異なる保険料(税）が東京都全体

で標準化される方向です。これまで他自治体に比べて、

武蔵野市は保険料が低く抑えられてきたため、段階的

引き上げを求められるという難しい立場にあります。     

保険料の見直しについては、市国民健康保険運営協

議会に諮る必要があるため、市は昨年、条例改正案を

同協議会に諮問しました。議論の結果、急激な保険料

改定はとりわけ中間所得層への負担が大きいことか

ら、改定率を引き下げ、特に均等割の軽減を求める内

容をまとめました。市はこの答申を反映した改正案に

変更後、３月議会に提案し、可決されました。 

  

緑
町
の
商
店
街
に
、
突
如
、
簡
易
宿
所
が
… 

国
の
規
制
緩
和
に
よ
る
新
た
な
宿
泊
事
業
に
対
策
を
！ 

～
住
民
も
安
心
、
旅
行
者
も
快
適
に
過
ご
せ
る
ま
ち
に
～ 

今
年
２
月
、
緑
町
の
商
店
街
に
あ
る
建
物
を
使
用
し
旅
館

業
の
簡
易
宿
所
の
許
可
が
、
東
京
都
に
申
請
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
多
摩
地
域
で
は
、
八
王
子
市
、
町
田

市
以
外
の
自
治
体
は
許
可
権
限
が
都
の
保
健
所
に
あ
り
、
条

例
な
ど
で
独
自
に
規
制
や
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

近
隣
住
民
か
ら
、
良
好
な
住
環
境
が
保
て
る
の
か
不
安
の

声
が
上
が
り
、
管
轄
の
都
多
摩
府
中
保
健
所
に
対
し
て
、
市

民
、
市
長
、
超
党
派
の
市
議
が
、
事
業
者
に
事
前
説
明
を
求

め
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
保
健
所
長
は
、
事

業
者
に
対
し
、
説
明
会
を
開
く
よ
う
異
例
の
行
政
指
導
を
行

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
５
月
末
に
開
か
れ
た
説
明
会
で
、
申

請
者
で
あ
る
ユ
ー･

ア
イ
ホ
ー
ム
（
株
）
の
顧
問
と
い
う
人

物
は
威
圧
的
な
対
応
に
加
え
て
「
投
機
目
的
で
儲
か
ら
な
け

れ
ば
転
売
も
あ
る
」
と
発
言
し
、
近
隣
住
民
の
不
安
を
一
層

煽
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。 

 

国
は
、
２
年
後
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

向
け
て
、
宿
泊
施
設
不
足
の
解
消
を
図
ろ
う
と
、
一
般
住
宅

を
活
用
で
き
る
住
宅
宿
泊
事
業
法
＝｢

民
泊
新
法
」
を
つ
く

り
、
合
わ
せ
て
、
従
来
の
旅
館
業
法
を
大
幅
に
規
制
緩
和
し

ま
し
た
（
両
法
と
も
６
月
１５
日
施
行
）。「
民
泊
新
法
」
は

届
出
制
と
は
い
え
、
営
業
日
数
が
年
間
１８０
日
に
限
ら
れ
て

い
て
、
都
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
申
請
を
受
け
て
い
ま

す
が
、
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
件
数
は
増
え
て
い
ま
せ
ん
。
一
方
、

旅
館
業
法
は
３６５
日
営
業
で
き
る
た
め
、
今
回
の
よ
う
な
投 

機
目
的
で
宿
泊
事
業
の
許
可
を
と
る
例
が
増
え
る
の
で

は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

市
に
は
宿
泊
事
業
に
関
し
て
、
旅
館
・
レ
ン
タ
ル
ル
ー

ム
規
制
条
例
（
昭
和
５８
年
制
定)

が
あ
り
ま
す
が
、
今
回

の
事
例
に
は
適
用
で
き
ず
、
現
在
の
社
会
状
況
に
即
し
て

い
ま
せ
ん
。
３
月
の
予
算
特
別
委
員
会
、
６
月
の
一
般
質

問
で
、
内
山
さ
と
子
は
、
新
た
な
宿
泊
事
業
に
対
応
で
き

る
よ
う
条
例
の
見
直
し
な
ど
早
急
な
取
り
組
み
を
求
め

ま
し
た
。
市
は
、
法
令
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
９
月
議

会
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
市
民
生
活
に
最

も
身
近
な
自
治
体
が
、
安
心
安
全
な
住
環
境
を
守
る
こ
と

は
当
然
で
あ
り
、
自
治
の
本
旨
と
い
え
ま
す
。 

 

本
来
、
旅
行
者
が
快
適
に
過
ご
せ
る
良
質
な
宿
泊
施
設

の
創
出
の
た
め
に
は
、
地
域
や
自
治
体
の
実
情
に
合
っ

た
、
住
民
と
の
関
係
性
を
築
け
る
よ
う
な
制
度
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
都
は
、
権
限
移
譲
や
特
例
措
置
を

設
け
る
な
ど
、
現
状
の
自
治
体
間
の
不
公
平
を
解
消
す
べ

き
で
す
。
６
月
の
市
議
会
定
例
会
で
、「
国
の
規
制
緩
和

に
よ
る
新
た
な
宿
泊
事
業
に
関
し
対
策
を
求
め
る
意
見

書
」
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、
都
に
提
出
し
ま
し
た
。 

 

＊
緑
町
の
簡
易
宿
所
は
、
６
月
１９
日
許
可
さ
れ
ま
し
た
。 

＊
簡
易
宿
所
に
関
し
市
に
対
策
を
求
め
る
陳
情
は
、
総
務

委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
意
見
付
き
採
択
と
な
り
ま
し
た
。 


